令和8年5月１2日

令和８年度　介護報酬改定について

　特別養護老人ホーム第二権現荘
施設長　　大野　剛

＜はじめに＞
　令和８年４月１日をもって２６年目を迎える介護保険法は法律の規定に従い、３年に
１度の介護報酬の見直しが行われます。しかし、令和８年度においては令和９年度の介護報酬改定を待たずに、期中改定が実施され６月からサービス費等の変更、８月からは食費の変更と２度の変更が行われます。
　皆様方におかれましては、利用料金の変更など、なにかとご迷惑をお掛けしますが、
ご理解・ご了承の上、同意をいただきますよう何卒お願い致します。

＜介護報酬改定の内容＞
1 利用料・表記の変更（令和8年６月１日から）
・介護職員処遇加算が１４％　→　１６.３％に変更となっております。

2 食費の変更（令和8年8月1日から）
　　１,４４５円／日　→　１，５４５円／日　（＋１００円）
　※食費の減額申請が認定されておられる方については、第１・第２段階は変更なく、
第３段階（１）が６８０円／日（＋３０円）
　　第３段階（２）が１４２０円／日（＋６０円）　と変更になっております。
　
以上の変更内容について同意をいただけましたら、誠にお手数ですが、別紙同意書に
署名捺印の上、同封の封筒に【介護報酬に係る同意書】のみ、返送をお願いいたします。
（控えはご家族にて保管しておいて下さい）。尚、今回の変更について質問などがあり
ましたら、下記までご連絡をお願い致します。
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